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【理念・基本方針】

【施設・事業所の特徴的な取組】

【評価機関情報】
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大 阪 府 認 証 番 号
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評価調査者（役割） （ ）

（ ）

（ ）

（ ）
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専 門 職 委 員

【保育理念】
園児一人ひとりの生命力を信じ、「豊かな心を育む」ことを理念として、安全で安心でき
る環境の中で、園児が健やかに成長できる保育園を目指します。
　
【保育方針】
〇遊び・生活・社会での経験や子ども・家庭を取り巻く環境が、子ども達の「豊かな心」
を育みます。
〇自然と調和して遊び、学び、逞しい心と体を養います。
〇季節の移り変わりや食文化、伝統行事や遊びなど身近な事から、「文化に親しむ心」を
育みます。
〇子どもも家族も職員も、ひとりひとり安心して過ごす事ができる穏やかな環境を作りま
す。

①近隣の公園に出かけ、のびのびと遊んだり、四季折々の自然環境と触れ合い、そ
の中で、近隣保育園の子どもたちや地域の方々と、挨拶や礼儀を身につけるよう保
育している。
②異年齢交流を通して思いやりの気持ちを育むことを大切にしている。
③園庭で野菜を栽培、収穫、調理することを通じて食育活動（菜園活動、クッキン
グ）を実施している。
④グループ施設である、りんりん保育園と交流保育を実施している。
⑤地域型保育施設との連携提携（３歳児の受け入れ）
⑥天井が高く広々とした自然光が入る明るい空間の保育室・ホールで伸び伸び過ご
すことのできる環境である。
⑦子どもたちが元気いっぱい走り回れ、運動会が開催できる広い園庭がある。
⑧2歳児クラスより週に1回のリトミック、幼児クラスより月に1回体幹を鍛える体
操教室を実施。
⑨乳児室に床暖房を導入し、冬季においても快適な空間を提供している。

あけぼの監査法人
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1801C032 運 営 管 理 委 員

令和元年11月20日

１801C029 運 営 管 理 委 員

１801C033 運 営 管 理 委 員
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◆評価機関総合コメント

◆特に評価の高い点

◆改善を求められる点

◆第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

・別紙「第三者評価結果」を参照

◆第三者評価結果

【総評】

「りんりん保育園阪南町」は、社会福祉法人遊星会が運営する保育園である。社会福祉法
人遊星会は、他に保育園を１園（りんりん保育園）の運営を行っている。社会福祉法人遊
星会は「保育を通じた社会貢献」を目指し、「保育事業で、次世代の子ども達の成長を見
守り、地域住民や保護者様のお役に立てるよう積極的に取り組み、信用・信頼される施設
を目指し、愛情と責任を持って保育すること。」をモットーにとしている。

りんりん保育園阪南町は、平成３１年４月に開園したばかりである。近くに大阪を代表と
する「長居公園」があり、一年中、自然を楽しめる保育園です。また、都心にある保育園
には珍しく、広い園庭があり、保育室には床暖房の導入（乳児）など、子ども達にとって
安心な保育環境を提供しています。

新設の保育園であるため、設備が新しく、清潔な状況で維持管理されており、また、敷地
が広く開放的な園舎となっていることから、園児がのびのびと走り回っている姿が印象的
です。

（１）保育理念から「全体計画」「年間カリキュラム」「月案」「週案」「日案」まで、
整合性がとれた計画が作成されており、反省、評価まで実施されており、PDCAサイクル
が適切に実行されている。

（２）広い園庭でかつ光彩にあふれた新築の園舎で、のびのびと保育が行われている。

（１）福祉人材の確保・育成
実習生の受け入れマニュアルを作成するなど、今後実習生の受け入れが望まれます。

（２）地域との交流、地域貢献
園庭開放・地域住民や地域の子どもとの交流を深めるプログラムやボランティアの受け入
れなど独自のプログラムが実施されていません。地域との交流や地域貢献を積極的に計画
していくことが求められます。

今回、評価を受けたことでさらに、職員間での見直しや改善すべき点を確認できました。
来年度の計画作成にむけて、良い情報が得られたと感じております。この評価を現場に還
元して、保育サービスの向上にまい進していきたいと思います。



評価結果

1 Ⅰ-１-(1)-① a

（コメント）

評価結果

2 Ⅰ-２-(1)-① b

（コメント）

3 Ⅰ-２-(1)-②  経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。 b

（コメント）

評価結果

4 Ⅰ-３-(1)-① b

（コメント）

5 Ⅰ-３-(1)-② a

（コメント）

＜別紙＞

第三者評価結果

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

Ⅰ-１-(1) 理念、基本方針が確立・周知されている。

 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。

・理念・基本方針は、法人の理念に従い策定され、パンフレット及びホームペー
ジに記載されている。
・保護者には入園時オリエンテーションや個人懇談会で説明されている。
・HPやパンフレットには経営理念が記載されているが、入園説明書にも経営理
念が記載されることが望ましい。

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-２-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。

 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されてい
る。

・園長会議や異業種交流会、私保連会議等で社会福祉全体の動向や地域の福祉計
画の内容を把握している。
 ・得られた情報は自園の状況を踏まえて、事業計画に反映する努力を行ってい
るが、分析資料等の文書化はない。

・月次で財務状況及び経営状況を適時把握できている。
・今後は、必要に応じて職員との財務状況共有のための取組を望む。
・園の在り方について職員会議等で話し合い、保護者アンケートを実施したうえ
で行事の改善案を作成する等、共通理解が進む環境づくりを望む。

Ⅰ-３ 事業計画の策定

Ⅰ-３-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。

・令和2年度までの中期計画は作成されているが、長期計画は未作成である。長
期計画を作成することが望まれる。

 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。

・中期計画をもとに単年度計画は作成されている。
・単年度の計画は年度の終了時に実施状況についての評価を行う予定である。



6 Ⅰ-３-(2)-① a

（コメント）

7 Ⅰ-３-(2)-② b

（コメント）

評価結果

8 Ⅰ-４-(1)-① a

（コメント）

9 Ⅰ-４-(1)-② a

（コメント）

評価結果

10 Ⅱ-１-(1)-① a

（コメント）

11 Ⅱ-１-(1)-② b

（コメント）

12 Ⅱ-１-(２)-① a

（コメント）

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。

 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行わ
れ、職員が理解している。

・中期計画及び単年度計画は職員の意向を反映した事業計画が策定されている。
・職員会議等での伝達も行われており、計画見直しができる体制にある。

 事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している。

・単年度計画は入園時、進級時に個別で保護者に事業内容を説明しているが、説
明にあたっては理解しやすい資料の作成等の工夫が必要である。
・保護者の意見を計画に取り入れる工夫を検討することが必要である。

Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

　Ⅰ-４-(1) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

 保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。

・「全体計画」「年間指導計画」に沿って、「月案」・「週案」・「日案」が策
定され、それぞれに振り返りのための評価欄を設け、前回の状況を踏まえた振り
返りがされるように取り組まれており、PDCAサイクルに基づく質の向上が図
られている。
・各担当等から出された案は、園長及び主任により閲覧及び承認され、適時、指
導助言されている。

 評価結果にもとづき保育所として取組むべき課題を明確にし、計
画的な改善策を実施している。

・「全体計画」「年間指導計画」、「月案」、「週案」、「日案」の評価結果は
分析され、課題が明確にされた後、閲覧可能な記録として保存されている。
・職員会議で課題について共有化し、改善を図る取り組みを行っている。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理

Ⅱ-１ 管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ-１-(1) 管理者の責任が明確にされている。

 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図って
いる。

・施設長の役割は重要事項説明書に明記され、施設長として、園の運営や自らの
役割、責任について、職員や保護者に知らせている。
・施設長が最高責任者であることは、各種マニュアルにも明記され、不在時の権
限委任も示されている。

 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。

・施設長は遵守すべき法令等についての外部会議や研修会に参加する予定があ
る。
・評価結果を分析し、事業計画へ反映ししてゆく体制の構築が望まれる。

Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。

 保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮してい
る。

・職員面談を実施し、保育の質の向上につながるように、職員と面談を行い、指
導助言する体制を構築している。
・園長と主任が補完しながら、現場責任者へのアドバイスを行っている。



13 Ⅱ-１-(２)-② a

（コメント）

評価結果

14 Ⅱ-２-(1)-① a

（コメント）

15 Ⅱ-２-(1)-② a

（コメント）

16 Ⅱ-２-(２)-① b

（コメント）

17 Ⅱ-２-(３)-① b

（コメント）

18 Ⅱ-２-(３)-② b

（コメント）

19 Ⅱ-２-(３)-③ a

（コメント）

20 Ⅱ-２-(４)-① c

（コメント）

 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮してい
る。

・経営の改善に向け、税理士からの月次収支分析をもとに検討している。
・職員とミーテイングを実施して職員の意向を掌握し、働きやすい職場づくりに
努めている。

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成

Ⅱ-２-(1) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、
取組が実施されている。

・法定の配置基準を満たした人員配置が行われている。
・社宅等の福利厚生を充実させ、職員の確保を図っている。

 総合的な人事管理が行われている。

・人事基準は就業規則に記載されている。
・シフト管理、勤怠管理は閲覧可能な状況にある。
・年に１回施設長との面接の機会があり、年度末に人事考課を行なわれる。
・経験手当等の支給基準が職員に明示されている。

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。

 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組ん
でいる。
・年に一回職員の就業状況や意向、心身の健康状態等を施設長がヒアリングして
いる。
・残業はほぼ発生しておらず、ワーク・ライフ・バランスには配慮されている。
・相談窓口はあるが、外部カウンセラー等メンタルヘルスの充実をお勧めしま
す。

Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。

・必須研修項目はリストアップされているが、個々の職員毎に作成されておら
ず、職員個々の研修計画及び目標設定の作成が必要である。

 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研
修が実施されている。

・キャリアパスプラン以外の研修計画はなく、短期又は中長期に人材育成計画を
作成することが望まれます。

 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。

・職員毎の経験年数や習熟度、専門資格の取得状況が文書化されている。
・外部研修は情報提供され、参加機会が確保されている。
・外部研修への参加の際はシフトが加味されている。

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

 実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備
し、積極的な取組をしている。

・開園後間もないことから、実習生受入実績はない。
・実習生受け入れマニュアルは整備されていない。



評価結果

21 Ⅱ-３-(1)-① b

（コメント）

22 Ⅱ-３-(1)-② b

（コメント）

評価結果

23 Ⅱ-４-(1)-① b

（コメント）

24 Ⅱ-４-(1)-② c

（コメント）

25 Ⅱ-４-(２)-① a

（コメント）

26 Ⅱ-４-(３)-① b

（コメント）

27 Ⅱ-４-(３)-② b

（コメント）

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保

Ⅱ-３-(1) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。

 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。

・園のホームページに理念・基本方針・財務情報が記載されている。
・地域の福祉向上のための取り組みや、第三者評価の受審状況など、更なる情報
公開が望まれる。

 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われて
いる。

・事務処理規定及び職務分掌規程も作成され適切に運用されている。
・公認会計士による外部監査はないが、担当税理士により、月次決算状況はモニ
タリングされている。
・外部機関を利用したより透明性のより高いチェックを受けることが望まれる。

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-(1) 地域との関係が適切に確保されている。

 子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている。

・園長会議等や近隣保育園との連絡を通して、地域の社会資源の情報を把握し、
掲示等で発信はしているが、具体策を講ずるまでには至っていない。
・今後は、地域との関わりかたの基本的な考え方を明確にし、地域との交流を図
ることが望まれる。

 ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立
している。

・ボランティアの受入実績及びそれに関する社内規定及びマニュアルはない。
・今後は、小学校の地域探険や中学校の職場体験等、地域関連機関との連携が期
待される。

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。

 保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が
適切に行われている。

・必要機関はリストアップされ掲示されている。
・園長会議や私保連、近隣保育園と連絡会を持っている。また、児童相談所や医
療機関との連携を行っている。

Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。

 保育所が有する機能を地域に還元している。

・育児相談の受付けは行っているものの、子育て支援サークルへの施設を使った
情報提供、地域防災等貢献への取り組みなど、公的機関しての地域貢献への取り
組み方針を明確にしていくことが望まれる。

・今後は、地域の福祉ニーズを整理して、対応する取り組みを立
案することが望まれる。

・園児以外の保護者に対しても、育児相談等を行っている。今後は、地域の福祉
ニーズを整理して、対応する取り組みを立案することが望まれる。



評価結果

28 Ⅲ-１-(1)-① a

（コメント）

29 Ⅲ-１-(1)-② a

（コメント）

30 Ⅲ-１-(２)-① a

（コメント）

31 Ⅲ-１-(２)-② a

（コメント）

32 Ⅲ-１-(２)-③ b

（コメント）

33 Ⅲ-１-(３)-① b

（コメント）

34 Ⅲ-１-(４)-① a

（コメント）

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。

 子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を
行っている。

・子どもの人権を重視した保育の実施については、ホームページや入園のしおり
に明記している。

 子どものプライバシー保護等の権利擁護に配慮した保育が行われ
ている。

・プライバシー保護については、就業規則、運営規定、重要事項説明書に明記し
ている。
・「児童虐待マニュアル」が整備され、職員の理解が図られ、事案が発生した場
合の対応などについての研修が実施されている。

Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

 利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供して
いる。

・理念や保育方針、保育内容、保育所の特性をホームページや入園のしおりに掲
載している。
・入園情報などは、適宜見直し更新するようにしている。
・見学希望者には、随時対応できる体制をとっている。

 保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明してい
る。

・入園児のオリエンテーションでは、入園のしおりを基に個別に説明している。
・保育の開始や変更時は、面談により保護者へ内容を説明する方針である。緊急
性のある場合は、電話にて保護者に連絡を行う。

 保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行ってい
る。

・転園先への申し送りに対する標準的なマニュアルはないため、文書化が求めら
れる。
・卒園児やその保護者の相談窓口を設けている。

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。

 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行ってい
る。

・苦情ボックスを設置し、園への要望を出す窓口を設け、常時匿名で保護者から
の苦情・連絡・相談を受け入れる状況にある。
・保護者からの要望は必要に応じ公表し、改善に向け対策を講じている。
・利用者アンケートは実施しておらず、今後実施が望まれる。

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。

・苦情ボックスを設置し、園への要望を出す窓口を設け、常時匿名で保護者から
の苦情・連絡・相談を受け入れる状況にある。
・社外の第三者への苦情窓口を設けている。



35 Ⅲ-１-(４)-② a

（コメント）

36 Ⅲ-１-(４)-③ a

（コメント）

37 Ⅲ-１-(５)-① a

（コメント）

38 Ⅲ-１-(５)-② a

（コメント）

39 Ⅲ-１-(５)-③ a

（コメント）

評価結果

40 Ⅲ-２-(1)-① a

（コメント）

41 Ⅲ-２-(1)-② b

（コメント）

 保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知
している。

・苦情ボックスを設置し、園への要望を出す窓口を設け、常時匿名で保護者から
の苦情・連絡・相談を受け入れる状況にある。
・連絡帳・口頭により、保護者からの苦情・連絡・相談を確認している。

 保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応してい
る。

・苦情解決についてのマニュアルがあり、それに従って、迅速に対応している。
・毎日の送迎時や連絡帳で、担当職員が必ず保護者と会話するように心がけてい
る。
・苦情内容によっては、必要に応じ公表し、改善策を講じ保護者に説明するよう
にしている。

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメン
ト体制が構築されている。

・事故発生時のマニュアルを策定し、職印会議等で安全確保についての手順を周
知している。
・危険な事例があった時は、ヒヤリハット報告書または重要インシデント報告書
を記入し、全職員に周知している。

 感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を
整備し、取組を行っている。

・感染症予防マニュアルを策定し、管理体制を整備し、事ある毎に見直しをして
いる。
・感染症などが流行したときは、保健所に知らせる仕組みとなっている。

 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行って
いる。

・災害時の対応マニュアルを策定している。
・保護者には災害時の対応について、電話にて適時情報が発信している。また、
ＨＰにも掲載している。
・避難訓練は毎月実施し、報告書も作成されている。

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

 保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されてい
る。

・標準的な個別指導計画を策定し、職員が活用できるものとなっている。

 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

・標準的な実施方法については、年間指導計画にまとめられ、定期的に見直しを
実施している。見直しされた内容は、掲示している。今後の防犯訓練に警察の立
ち合いを検討されることを望む。



42 Ⅲ-２-(２)-① a

（コメント）

43 Ⅲ-２-(２)-② a

（コメント）

44 Ⅲ-２-(３)-① a

（コメント）

45 Ⅲ-２-(３)-② a

（コメント）

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

 アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している。

・アセスメント手法が確立しており、入園前の子どもの様子、家庭環境などの状
況を把握したうえで、子どもの個別計画、指導計画を作成している。入園前の個
人面談で、保護者の意向を聞き、保育計画に反映している。また、懇親内容を面
談記録として書き留めている。配慮の必要な子どもに関しては、嘱託医師の意見
も参考に指導計画を立てている。虐待やネグレクトの可能性がある子どもは職員
会議で担任以外の職員からも意見をもらい、個別計画を立てている。

・個人情報保護規程等により、子どもの記録の保管、保存、廃棄、情報の提供に
関する規定を定めており、遵守している。同意書も得ている。個人情報の取扱い
について、保護者等に説明している。

 定期的に指導計画の評価・見直しを行っている。

・「全体計画」「年間指導計画」、「月案」・「週案」・「日案」はその都度見
直し、反省事項を確認のうえ、次期につなげている。新しい指導計画を立てると
きは、前のものを振り返り、反省事項を踏まえたうえで作成するようにしてい
る。

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

 子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で
共有化されている。

・「全体計画」・「年間指導計画」、「月案」・「週案」・「日案」等の記録が
され、職員間で共有されている。指導計画に変更や追加があった場合は職員会議
等で、周知徹底されている。

 子どもに関する記録の管理体制が確立している。



評価結果

Ａ① Ａ-１-（１）-① a

（コメント）

Ａ② Ａ-１-（２）-① a

（コメント）

Ａ③ Ａ-１-（２）-② a

（コメント）

Ａ④ Ａ-１-（２）-③ a

（コメント）

Ａ⑤ Ａ-１-（２）-④ a

（コメント）

Ａ⑥ Ａ-１-（２）-⑤ a

（コメント）

Ａ－１－（２）　環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開

生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのでき
る環境を整備している。

・園庭は広く、子どもたちが心地よく安心して過ごすことのできる環境を整え
ている。

乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開される
よう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

・０歳児は、一人ひとりの生活リズムを把握し対応できるよう実施している。
保育者の語り掛けを聞き、快の表情を見せたり、喃語を発したりすることを、
生活の中で見出すことを目標としている。ハイハイや伝え歩きの探索では、安
全に配慮し、危険がないよう、保育者同士で声掛けを行っている。

・子ども及び家庭の状況は、「児童票」を参考に、日々の日誌・連絡帳・経過
記録等で把握されている。
・子どもが自ら手を伸ばすことができるよう、様々な玩具を準備し、見える位
置に置いている。
・乳児には簡単でわかりやすい言葉で、繰り返しゆっくり優しく話すようにし
ている。
・幼児には穏やかに話したり、声の大きさに強弱をつけたりし会話に興味が持
てるよう工夫している。
・優しい言葉の使用を心がけ、せかす言葉や制止させる言葉を用いていないか
等、年に１回「自己評価表」で自己評価・振り返りを実施し、園長、主任とも
意見交換を行っている。

・着脱の場面では自分でできるように保育士が援助を行っている。個人ロッ
カーや靴箱には個人のマークをはり、自分の場所がわかるようにしている。手
洗い場には、手洗いの仕方を掲示し、自ら生活習慣の大切さを理解できるよう
にしている。

・保育室には、年齢に応じた玩具があり、自発的に遊べる環境を整備してい
る。園庭は広く、園舎内にも大きなホールがあり、雨天時にものびのびと活発
に活動できる環境である。

一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っ
ている。

児童福祉分野【保育所】の内容評価基準

Ａ－１　保育内容

Ａ－１－（１）　保育課程の編成

保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達
や家庭及び地域の実態に応じて保育課程を編成している。

・「全体計画（保育課程）」は、子どもの家庭の状況を考慮して作成されてい
る。年度毎の見直しを行う方針である。

子どもが基本的な生活習慣を身につけることができる環境の整
備、援助を行っている。

子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊び
を豊かにする保育を展開している。



Ａ⑦ Ａ-１-（２）-⑥ a

（コメント）

Ａ⑧ Ａ-１-（２）-⑦ a

（コメント）

Ａ⑨ Ａ-１-（２）-⑧ b

（コメント）

Ａ⑩ Ａ-１-（２）-⑨ a

（コメント）

Ａ⑪ Ａ-１-（２）-⑩ a

（コメント）

Ａ⑫ Ａ-１-（３）-① a

（コメント）

Ａ⑬ Ａ-１-（３）-② a

（コメント）

Ａ⑭ Ａ-１-（３）-③ a

（コメント）

３歳未満児（１・２歳児）の保育において、養護と教育が一体的
に展開されるよう適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮
している。

・１歳児～２歳児は好きな遊びを見つけて、保育者や友達と関わって遊ぶこと
を目標としている。着替え・排泄・食事を自分のペースでできるよう見守り、
必要に応じて援助をしている。子どもが自発的に遊べるよう、手の届くところ
に玩具・パズル・絵本等を用意している。毎日連絡ノートで保護者と情報交換
し、登降時の伝達は引継簿で行っている。

障がいのある子どもが安心して生活できる環境を整備し、関係機
関等と連携して保育の内容や方法に配慮している。

 ・設立以来、該当する子どもは在籍していない。医療機関や専門機関と連携は
しているが、研修等でさらなる理解を深める必要がある。

長時間にわたる保育のための環境を整備し、保育の内容や方法に
配慮している。

３歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよ
う適切な環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している。

 子どもの健康管理を適切に行っている。

・健診結果は職員間で周知し、保護者には、健診結果を知らせている。

・初めての食材を提供する際は、事前に保護者にアレルギーの有無を確認し、
未摂取の食材がある場合は、家庭で事前に実食をしてから給食の提供を行って
いる。毎月の給食会議で献立の確認、代替食の提供などの話し合いを行い、園
内調理をしている。保護者には毎月「献立表」を配布している。

・延長保育は19：30まであり、保育士間の引継ぎはシフト管理で実施してい
る。保護者の急な保育時間の変更については残業で対応しているが、系列の保
育園からの職員応援でも対応可能な状況にある。

・3歳児以上は、感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむことを目
標としている。保育士は、子ども自身の表現しようとする意欲を受け止めて、
子どもが生活の中で子どもらしい様々な表現を楽しむことができるように努め
ている。
生活経験や発達に応じ、自ら様々な表現を楽しみ、表現する意欲を十分に発揮
させることができるように、遊具や用具などを整えたり、様々な素材や表現の
仕方に親しんだり、他の子どもの表現に触れられるよう配慮したりし、表現す
る過程を大切にして自己表現を楽しめるように工夫している。

・保育要録を作成し、小学校側との面談も予定している。

・健康管理に関するのマニュアルがあり、入園時に「母子手帳」か「健康診断
票」を提出してもらい、年２回内科健診と年１回歯科検診が実施予定である。
毎月の身長・体重の記録を行っている。子どもの健康状態は、職員会議で報告
を行い、職員全員に周知をしている。

 健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している。

アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの
指示を受け適切な対応を行っている。

小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方
法、保護者との関わりに配慮している。

Ａ－１－（３）　　健康管理



Ａ⑮ Ａ-１-（４）-① a

（コメント）

Ａ⑯ Ａ-１-（４）-② a

（コメント）

評価結果

Ａ⑰ Ａ-２-（１）-① a

（コメント）

Ａ⑱ Ａ-２-（２）-① a

（コメント）

Ａ⑲ Ａ-２-（２）-② a

（コメント）

評価結果

Ａ⑳ Ａ-３-（１）-① a

（コメント）

Ａ－３ 保育の質の向上

Ａ－２－（２）保護者等の支援

 保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている。

家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対
応及び虐待の予防に努めている。

・「全体計画」「年間指導計画」に沿って、「月案」・「週案」・「日案」が
策定され、それぞれの案に全て振り返りを行うための評価の欄を設け、前回の
状況を踏まえた振り返りがされるように取組まれており、PDCAサイクルに基
づく保育支援がなされている。
・各担当等から出された案は、園長及び主任が閲覧・指導助言している。
・年1回、職員全員に自己評価の作成を行っている。

子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供してい
る。

Ａ－１－（４）　　食事

Ａ－３－（１）　保育実践の振り返り（保育士等の自己評価）

保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行い、保
育実践の改善や専門性の向上に努めている。

・保護者と口頭や「連絡帳」により、日常的な情報交換をおこなっている。個
人懇談だけでなく、日常的に相談に応じられる仕組みがあり、相談内容は職員
会議で職員へ周知されている。

・「児童虐待防止マニュアル」があり、早期発見のためのチェックリストや
フォローが必要な子どもの情報を職員会議で共有し、看護師と連携を取り適切
な対応をしている。

Ａ-２　子育て支援

Ａ－２－（１）　家庭との緊密な連携

・昼食時には、調理担当が保育室に見に行き、毎日担任より、喫食状況の
チェックを行い把握をしている。毎月の給食会議において、各クラスより意見
を聞き、調理の工夫に生かしている。「残食の調査記録」や「検食簿」をまと
め、献立・調理の工夫に反映し活かしている。

・口頭や「連絡帳」で日々の連絡を行っている。また、保育参観を通して子ど
もの成長を共有できる機会を作っている。必要に応じて、個別面談を実施して
いる。

 子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている。

 食事を楽しむことができるよう工夫をしている。

・食育計画があり、栽培活動、試食会など、食に携わる活動を行い、食に関心
を持つための取り組みを行っている。旬の野菜、離乳食の開始時期、保育所で
よく使う食材など食の大切さを伝えている。「給食だより」を発行し、食につ
いての理解を深めている。



評価結果

Ａ㉑ Ａ-４-(1)-① a

（コメント）

Ａ-４-(1) 子どもの発達・生活援助

Ａ-４ 子どもの発達・生活援助

・就業規則服務規程に、罰則が明確に記載されている。また、園内研修や外部
研修により、指導行っている。
・年度初めに必ずどのような行為が体罰に値するのかを話し合いを行ってい
る。

体罰等子どもへの不適切な対応が行われないよう、防止と早期発
見に取組んでいる。



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

調 査 方 法

利用者（子ども）への聞き取り等の結果

調査対象者

調査対象者数 　　　　　　　　人

該当なし



調査の概要

利用者への聞き取り等の結果（概要）

調 査 方 法

利用者（保護者）への聞き取り等の結果

調査対象者

調査対象者数 　　　　　　　　人

該当なし



福祉サービス第三者評価結果報告書【受審施設・事業所情報】 

における項目の定義等について 

 

 

①【職員・従業員数】 

●以下の項目について、雇用形態（施設・事業所における呼称による分類）による区分で

記載しています。 

 

▶正規の職員・従業員 

・一般職員や正社員などと呼ばれている人の人数。 

 

▶非正規の職員・従業員 

・パート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託などと呼ばれ

ている人の人数。 

 

 

②【専門職員】 

●社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、訪問介護員、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、保育士、社会福祉主事、医師、薬剤師、看護師、准看護師、

保健師、栄養士等の福祉・保健・医療に関するものについて、専門職名及びその人数を

記載しています。 

 

 

③【施設・設備の概要】 

●施設・設備の概要（居室の種類、その数及び居室以外の設備等の種類、その数）につい

て記載しています。特に、特徴的なもの、施設・事業所が利用される方等にアピールし

たい居室及び設備等を優先的に記載しています。併せて、【施設・事業所の特徴的な取

組】の欄にも記載している場合があります。 

 

 例 

居室 ●個室、2人部屋、3 人部屋、4 人部屋 等 

設備等 ●保育室（0 才児、1 才児、2 才児、3 才児、4才児、5 才児）、調乳室、 

洗面室、浴室、調理室、更衣室、医務室、機能訓練室、講堂 等 

 


